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裁判所と庁舎の沿革

1 裁判所の設置

q

‐1‐

年月 日 摘 要

明治9. 11． 20

明治15. 1. 1

明治16. 1. 1

明治16. 2. 1

明治23. 11. 1

明治38. 3. 11

大正2． 4． 21

大正6． 8． 27

昭和17． 10. 1

昭和21 9. 20

昭和22． 5． 3

昭和23. 1. 1

昭和23. 7. 12

昭和24. 1． 1

昭和63． 5． 1

平成2． 4． 1

神戸裁判所管内津山区裁判所（西北条郡津山山下27） とし

て発足、執務開始

津山区裁判所を津山治安裁判所と改称

大阪控訴院の管轄に属す。

津山始審裁判所設置

津山始審裁判所廃止

岡山始審裁判所津山支庁設置

岡山始審裁判所津山支庁廃止

岡山地方裁判所津山支部（甲号支部）設置

津山治安裁判所を津山区裁判所と改称

広島控訴院の管轄に属す。

岡山地方裁判所津山支部権限縮小丙号支部となる 。

岡山地方裁判所津山支部権限復活甲号支部となる。

岡山地方裁判所津山支部権限縮小乙号支部となる。

岡山地方裁判所津山支部権限改正甲号支部となる。

岡山地方裁判所津山支部（甲号支部）設置

津山区裁判所廃止、津山簡易裁判所設置

津山家事審判所開設

津山検察審査会開設

津山家事審判所廃止

岡山家庭裁判所津山支部設置

津山簡易裁判所に美作簡易裁判所を統合

岡山家庭裁判所津山支部に同裁判所美作出張所を統合

岡山地方裁判所津山支部に同裁判所勝山支部を統合

岡山家庭裁判所津山支部に同裁判所勝山支部を統合
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年月 日 摘 要

明治17. 3

明治17． 6

昭和40． 5. 15

昭和41． 7． 15

昭和42. 12． 13

昭和42. 12. 20

昭和56. 12. 17

平成8. 12. 17

７
１
２
３

●
●

３
３

Ｇ
●

０
７
１
１
成
成
平
平

平成18． 3． 30

平成24. 3. 12

５
６
０
８
５
９

２
１
３
１
１
１

●
●
●
●
由
■

３
２
３
６
２
３

●
。
●
白
●
●

５
７
７
７
８
０

２
２
２
２
２
３

成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平

庁舎新営工事起工（現在地）

庁舎新築落成

木造瓦葺平家建外 1280㎡

庁舎新営工事のため、 津山第2小学校跡の建物を借り受け、

仮庁舎として移転、執務開始

新営工事に着工

新庁舎竣工（現在地）

(構造）

鉄筋コンクリート造3階建塔屋付

道交棟・補強コンクリートブロック造平家建

２
，
２
ｍ

３
２

４
２

９
４

９
２

積
積
面
面
建
延

移転完了、 執務開始

庁舎冷暖房設備改修工事竣工

身体障害者用エレベーター新設（増築）工事及び庁舎内部

改修工事竣‘工

増築後建面積 968㎡

同 延面積 2 , 499㎡

外部改修及び機械設備更新等工事竣工

庁舎冷暖房設備改修（更新）工事及び内部改修(OAフロア

等）工事竣工

点字タイル敷設工事竣工

庁舎耐震改修、外壁補修、屋上防水、法廷等内装改修、道

交棟につき外壁、屋上及び内部改修工事竣工

雨水枡等設置工事竣工

テレビ会議システム用LAN配線工事竣工

構内禁止事項自立サイン設置工事竣工

冷温水発生機修理工事

エレベータ棟屋上防水改修等工事

サムターン錠増設（1号法廷及び3号法廷） 、仕切柵ドアチェー

ン設置（1号法廷及び3号法廷）
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年月 日
0 町

摘 ． ： 要
、

令和元． 9． 26

令和2． 1． 20

令和4． 2． 28

1階身柄専用エリア出入口自動施錠式キーレス錠設置

エレペーター設備改修工事
ｳ ■

庁舎改修工事竣工
* 夕

■



管内管轄区域図
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計凡例 庁 名区分

｢冒藪1馬訂鳫、■本庁所在地

●支部所在地

▲独立簡裁所在地

支部 3

岡山･玉野※・児島※･玉島※・
倉敷｡笠岡※※･高梁｡新見・
津山･勝山

簡裁 10

(※は家裁出張所，※※は家裁受付所併設）

-4-



管内管轄区域及び人口一覧表

(令和5年6月1日現在）

※岡山県総合政策局統計分析課｢岡山県毎月流動人口調査(月報6月1日現在)｣による。

－5－

庁 名

支 部 簡裁

管轄市町村 人 口

岡山地方裁判所津山支部

岡山家庭裁判所津山支部

津山

勝山

津山市

美作市

苫田郡

勝田郡
勝央町

奈義町

英田郡

久米郡

久米南町

美咲町

計

真庭市(高梁簡易裁判所の
管轄である旧上房郡北房町
の区域を除く｡）

真庭郡

計

96,608

24,676

11,611

10,669

5,482

1,326

4,278

12,277

166,927

35,849

749

36,598

合 計 203,525
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岡山地方裁判所津山支部
岡山家庭裁半'1所津山支部
津山簡易裁判所

案 内

〒708-0051

岡山県津山市椿高下52番地
TEL:0868-22-9326

叉

山支部

●検察庁

－－

聯
保
健
所

ロ

●郵便局

刃

坐ヱュ.埋釧&"鼻2鐸～__錘
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裁判官配置表

令和5年8月1日現在

－8－

庁 名

(補職年月日）

官 職

(期・任官年月日）

氏 名

(年齢）
主要担当職務

津山支部

(R3.4.1)

判事(支）

兼簡裁判事(司）

(54期）

小山恵一郎

（48）〆

民事単独1/2，民事調停、過料・非
訟、債権執行1/5、執行（債権執行
を除く。 ） 、破産、人身保護l/2，
証拠保全1/2，保護命令、刑事単独

津山支部

(R5.4.1)

判事補(特例）

(68期）

工藤優希

(35）

民事単独l/2，債権執行4/5、人身保
護1/2，証拠保全1/2

(新見支部へ填補、家裁津山支部本
務）

津山簡

(R4.3.25)

簡裁判事

(H27'.8.1)

池田 誠

(59）

民事事件､刑事事件
(勝山簡職務代行）



管理職員一覧表

令和5年8月1日現在

－9－

庁 名 官 職 氏 名 備 考

地裁支部
庶務課長
兼上席主任書記官

浜下修一郎

同 主任書記官 安田祐介

同 同 藤巻 勲

家裁支部
庶務課長

兼上席主任書記官
榎並由美子

同 主任家裁調査官 西村充功

|司 主任書記官 淺尾憲一

簡裁
庶務課長

兼上席主任書記官
岡田亜由子

同 主任書記官 竹原教啓

検審 検審局長 坂根 賢



裁判官及び一般職職員の現在員数

令和5年8月1日現在

(注1） （ ）は他庁本務の兼務者を外数で示す。
●

(注2）簡裁裁判官数には、地裁・家裁で計上した人数(兼務者を含む｡)は含まない。

－10－

地裁 家裁 簡裁 検審 計

裁判官 1(1) 1(1) 1
－ 3

書記官 6(3) 4(6) 3(6)
－ 13

家裁調査官
－ 3

－ 一 3

事務官 4(6) 2(8) 3(6) 4 13

技 官
(運転

1 0(1) － 1■■■■■■■ 1

執行官 0(3) － － － 0

計 12(13) 10(16) 7(12) 4 33



調停委員現在員数

令和5年8月1日現在

※兼務調停委員とは、民事調停委員においては、家事調停委員を本務とし、

民事調停委員を兼ねている者を示し、家事調停委員においては、民事調停
委員を本務とし、家事調停委員を兼ねているものを示す。

※ （ ）内の数字は、本務調停委員のうち、他庁の民事調停委員を兼ねてい
る人数を示す（勝山簡裁兼務） 。

-11-

事 項 民事調停委員 家事調停委員 計

本務調停委員

男性

女性

17(1)

15(1)

2

31

18

13

48(1)

33(1)

15

兼務調停委員

男性

女性

1

1

0

2

2

0

3

3

0

合 計

男性

色

も

女性

18(1)

16(1)

2

33

20

13

51(1)

36(1)

15



凸
可

地裁民事訴訟事件
(通常,手形小切手L控訴再審訴訟行政行政再審訴訟）

2500

1 1

’

ロ

■

1 ．
4

1 1

2000

■

■■■UL
1500 可 1－

’
、 ロ l ロ ロ ｜ ＊

1000
－－ ＝一一一－d : 一 ．一一一

ー －
ローーー －

口
500

一一－ー－－－－一一ー

1「

■’ 一■ ‐ ■

■ Ⅱ
1301 R1 1 R2 1 R3R4 H301 R1 1 R2 1 R3 1 R4

既済 未済

H301R1IR2IR3
既済

R4

_｜ l l l l l

0

H301 R11R21R3 1 R4
新受

■その他 403443 427 405 408 394 383 394433 432 438 414 453 447451

■本庁 1184 10431225 1303 1336 1132 1075 11551295 1280 1305 1332 1195 1361 1337

■津山 152 120119 120 139 124 131 144136 148 140 112 115 147 141
ﾛ ﾛ ﾛ

－12－



地裁民事訴訟(一審通常訴訟)新受事件数

（平成30年を100とした場合の変遷）

(第一審通常訴訟のみ）
130 、

120

0

ノ

110
一一 6

0 －

91

100

、砥～ 、

90

込

趾 ，

台

80

?

『

6

70

P

60

H30 R1 R2 R3 R4

÷全国÷広島高裁管内合計÷岡山地裁管内合計÷津山支部

－13－



民事執行事件

(民事執行総数）

4000

■

3500
■ lロ

3000
1 1 ロ

旧I

一

2500
－

一一

2000

1500
一 一一

－－－－－

■ ■ 1 1 1 ロ ’ 1 ロ ﾛ

ロ ﾛ ロ 1 1 1

旧冊1000 －

ﾛ ロ E ロ ■ ロ ロ ロ I

500
司百■「

－F

｢‐
＝｜ ’

－｜ ’
4

0
H30IR11R21R31R4

既済

H301R11R21R3IR4
未済

H301R1 1R2 1 R3 1R4
新受

■その他 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 I I I I

■本庁 1780 1631 1677 17662502 2979 2967 3313 3341 2522 2824 3116 3267 3252 1625

■津山支部 492 216 278 254468 390 432 414 394 266 244438 410 386 456

－14－



民事執行事件新受事件数

(平成30年を100とした場合の変遷）

(民事執行総数）

140
■

ｳ

130

ー

ター

120

110
＝ ＝－ －

三一一 一一一一 一

も

F〆＝

100

、 〃

凸

＝

〃、

90
■可

0

80

グ

70
I

R2 R3 R4H30 R1

÷全国一広島高裁管内合計÷岡山地裁管内合計一津山支部

－15－



破産事件

1400

､ ﾛ

l U

1200
■

ロ ロ

I ．

■■‐
巾

1000
一 ■

’

可
I
可

I

’

800 一一一一一一一

’

I

600H■男ト
一一 －－P －

|lllllll[
400 卜

■11
ノ

｜ I 1 1 1 ロ I I ’ ’

1 1

200 H=M==呂日====
－－ー ー

l l I l I ll l l l l l l， ’ I l l l l l l

II1■Ⅱ ■■■■0口下■『
H301R1I H301R11R21R3

未済

H301R11R21R31R4
既済

R21R3IR4
新受

R4

グ ，

■その他 104295 115 146 116 113286 281 308 352 309298 339 322 309

■本庁 236 207 186622 603
－

91

581 202 237585 655 621 574 560 571 620
H 1

■津山 33100 51 36 38 39116 121 111114 106 113 92 94

－16－



地裁刑事訴訟事件

(通常第一審事件）
1600

■ Ⅱ Ⅱ

1 1 。

Ⅱ

1400

■
1200

一

◆

■
1000 － ＝ － －

「

１

800 － 一一

■■

’
。■■■
■■ ｜
■■

600 －－ － － ー

1 1 ｜ Ⅱ 1 1 ’ 1 1 1

■

TI
400

ll200 －－ 一一 －－

、 1 1 1 ’ 1 1 ｜ I

’,E｣
H301

_｜ ’

H301R' | R2IR3
既済

H30IR1IR2IR31R4
未済

R11R21R31R4
新受

R4

■その他

■本庁

271 346 50 54 125 109259 239 250 355
－

761

330 285
-

716

235 263 41

713 632 611 763 638 583 671 732 216 210 238 328 359

■津山 174 107 106 89 76 26 43 39 46134 112 163 157 138 105

－17－



地裁刑事訴訟(一審通常)新受事件数

（平成30年を100とした場合の変遷）

120

。
■
凸

画
Ｉ
重
り
画

〃
一

｜
、
｜
、
、
’

一
一
一

、
宝

110

｜
ｊ
廷
二

一

100

ｈ
■
■
■
『

■
■

昌
一
、

90

I
’80

｜

■70

、I
60

●

’
50

R3 R4H30 R1 R2

一全国÷広島高裁管内合計÷岡山地裁管内合計÷津山支部
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簡裁民事訴訟事件(少額訴訟を除く｡）

(通常,手形小切手,少額異議再審）
4000

， 1 1 1

1 1 ロ 。

J 1

1
■一一

3000

1

－

I

一一~1■

2000 ■ー －

1000

1I1■．
’ ロ■■■■ロ

0

H301R1IR21R31R4
新受

H30IR11R21R31R4
未済

H301R11R21R31R4
既済

■その他 669 869 810 799
－

1400

685 268 254 263 223 207849 890 819 759 904

■岡山 2360 1991 1616 1275 1021 2564 2011 1695 1054 617 597 518 393 360

■津山 184 189 212 185 180 166 32 39 30209 140 125 134 56 65

－19－



簡裁少額訴訟事件

250

1 1

200

ー

■
I ロ i1 1

l I ロ I

150 、

I 申

■

I U ロ I ロ I ロ ト1 1 ロ ’ ﾛ ﾛ U 1 Ⅱ 1

100 ■一一一 －ー 一 ■

ロ ■ ロ

ロ

ロ 1 110

50

ロ I ■ ■

0

H301R1 1R2 1R3 IR4
未済

H301R1 1R21R3 1R4
新受

H30IR11R2IR3
既済

R4

1 1

■その他 943 49 40 36 32 50 46 42 43 30 13 16 14 7

■岡山 23 21 25 25121 78 98 90 83 126 88 100 86 83 33

■津山 14 10 9 11 2 2 3 4 014 14 11 10 7 14

－20－



簡裁民事調停事件

1000

ー

1 ャ

Ⅱ U

800
1 1 1

1 1

Ⅱ 、 e

、申

I I U

「
600

■

■
一

’ ’一
400 ■■■■ l■■■■ ー

■
I

200 ＝一一 －－－－
－－－ －－－－

■|| ｜■
■■

’l l l l l■｜Ⅱ| ■－ﾛ ロ 1 0

■｜ ■■
0

H30IR11R21R3IR4
未済

H301 R1 1 R2 1 R3 I R4
既済

H301R1IR21R31R4
新受

■その他 73 63159 188 164 相
一
例

51 54156 190 181 169 173 149 187

■岡山 96 76 81 75271 322 408 329
－

46

197 277313

37

420 309 202

■津山 10 7 726 36 15 1640 23 36 32 4445

－21－



督促事件

4000

夕

3000

一
一

一一

I ’

ノ

｢一一＝

2000

I ロ

1 1 1 Ⅱ

■■■

’

1000 トー－
一一■ ー一一■ ー

ロ ロ ﾛ ロ

H30 1 R1 1 R2 1 R3 I R4

新受

■その他 1183 986 972 714990

■岡山 1131 8461239 1361 1111
I

■津山 217 206 206 156227
■

－22－



簡裁刑事訴訟事件

(通常第一審事件）
250

0 1

ﾛ

200

0

I Ie

ロ

＋

I ． ＝A手rF1

150

I

■|I■

100ｰト

｜ I ｜ ｜ ｜ ロ ｜ ， l l l l l l I ’

刃

IIMIIIIP

|||||||II1
1

50卜

-|■■
■■~|■■0 1L

W
l l l l

j l R1 1R2 1 R3 1 R4
新受 H30' R' '"' R3 ' R4 1H30' R! '"' R3 ' R#既済 未済

9

■その他 45 20 4 223 27 47 15 21 22 26 23 6 7 9

■岡山 27 77 91 80 58 28 12 18 18 6 571 97 80 46

■津山 0 0 16 10 2 2 4 9 7 6 2 3 1 4

－23－



略式事件

5000

’ ’
I

’

4000
＝一月 。

I

’

■■
3000Hトー

l I I I I l l I

■ ロ ロ ロ ロ

①

■■2000H肖岸 －－

｢一石 一｢一石 一

1000Hト

~■|－■■■ ■■

ー｜ ｜ l l l－ l l

－｜ ■｜ ’
'

0

H301R1 1 R2 1R3 I R4
新受

H301 R1 1 R2 1 R3 1 R4
うち道交関係

■その他 705 844 8541587 1602 1299 1507 1549 962 891

■岡山 1130 1104 782 910 8491840 1770 1401 1557 1510

麺屋3■津山 132376 24 265 302 304 207 192 133 116
ﾛ ﾛ

－24－



家事審判事件

２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

2,000

『
一一一
一
一
一
一

一
一
一
一
ｌ
Ｌ
Ｉ
－

－
Ｉ
Ｉ

一
一
一
一
一

■一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ
ｆ
Ｊ

１
０
９
８
７
６
５

L
■■

ー~~~~~--1■■■■ー~~~~~--1■■■■

一一 一

■■
I

■
－－

I一

■■
■■

－－

4,000 H呂舌＝卜

一
一
一
一
一

■一
一
一
一
一
一

１
面
一
一
一
一
一

一
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ

－
一
一
一
一

一
一
一
一
一

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

〃
７
Ｊ
ｆ
Ｊ

３
２
１
０
９

－ー 一 ト

■■
－

, ■に1 一
一
一

■
■
■
室

8,000 1-

’
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

Ｊ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
ｆ

７
６
５
４
３

－ー

■
■

L－

｣

斗
I

－－

p nd ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ･

■ーーーーI 、 ロ ロ l ■ l ロ l ロ ■

2,000 H+
－ 随一

1,000 1-
、ロ I ■ ロ ロ ロ 1 1 1 ロ

ー

「
一 ト 一

0 N
H H301R11R21R3IR4

未済 ．

H30IR1IR21R3IR4
既済

30IR11R21R31R4
新受

■その他 5518331 459 497 469 5778677 8305 7072 7359 8312 85697172 7397 8284

■本庁 75210346 491 519 603 54510553 9439 9578 9680 100579439 9606 9764 9999

■津山 220 1692361 2359 2493 2605 105 87 1472373 2343 2419 2566 2554 2359

－25－



家事審判新受事件数

(平成30年を100とした場合の変遷）

130

125

悪圭 画I ．｡

120

6

9 ,

115
■

ム マ功ﾏ

巳

110

三 一一 ”

一 一 ”

105

一一
”

100
一

95
R2 R3 R4H30 R1

÷全国一広島高裁管内合計÷岡山家裁管内合計÷津山支部

－26－



~

家事調停事件

2600

2400

iP
MB

■ 一・
Ｉ
■
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
７
１
０
■
Ⅱ
０
１
Ⅱ
０
１
Ⅱ
１
０
Ⅱ
ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
０
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｆ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
日
８
０
１
■
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
Ⅱ
８
１
Ｐ
ｂ
Ⅱ
１
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
７
１
１
０
１
．
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
旧

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ

■

旧
2200

’
－■

2000 P 目 一 － b一

一
一
一
『

■■

1800 －－－

’
一

丘
一

一

一

■

1600 － ■一

1

1400

ロ

－
１
１」■■■L1200
－

■ロ
一

1000 ﾛ■■ ■■■ ■■■

Ⅱ800

||ト
■600

J
一 一

1
｣L ■

■
■
■
■
一
■
■
■

‐
■

400

｜
Ｉ

200 一一 一 一

’臣
0

H301R11R2IR31R4
新受

H301R1IR21R3IR4
既済

H30IR1IR21R31R4
未済

■その他 828 902 958
－

1177

846 829 916 870 853 918 882 405 437 542 470 417

■本庁 1084 1235 11251275 1125 1172 1115 1211 1161 577 541
－

131

634 571 561

■津山 233 215 199 230 240 194 193 221 217 239 109 109 122 123

－27－



遺産分割事件
＄

360

340

320

300

I

｜ I ‘ ．
1 1

1 I

巳
280田伝

’
一一 一

260 卜
－ ーー－

■■■■■

2401
－－

司rn r－

■ ■ ■

220 1－

Ⅲ
一－－ ■ Ⅱ －

200 卜 弓閂閂昨1 局同 『一一1 1弓 「ー

三

■■

IⅡ

ﾀ

180卜
一一ーー一一一一ーｰ

一一一

160卜 司面面ロロロ■■■■I nnr

140 1－ ヨー｜ 門F1－1 門 I－1 F1 I~一1 面■ I司FI I司■■ ■

120 1－ 一 に 」 ［ 1 1 旦田－ーーー一一ーー一F

100 卜

旧■ ..n-=-m~-■■「
80

60

40

一 口 I P ロ ■ ロ ロ －ーー ’一ーー 1－一一一－

I ’ l l l l l l I I

■ 11m■■ ■■■■1

, l llⅢⅡⅢll

－ － ■

20

0
H301R1 I R2 I R3 1 R4 1H301R1 1 R2 1R3

既済 未済

H301 R1 I R2 1 R3 1 R4
新受

R4

■その他 96 9597 84 61 98122 99 122 128 56 12497 105 93
I

ロ ﾛ ．

■本庁調停 105105 108 97 94 91152 128 128 116 131152
－

10

117
－

22

113 ８
２
哩
２

ﾛ B ﾛ

■本庁審判 16 2316 9 13 923 17 18 14 1510

■津山調停 19 18 1923 19 2023 24 19 32 19 2424 33 18

I

■津山審判 3 5 0 06 2 16 2 6 1 41 3 1

－28－



人事訴訟事件

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
Ｉ
’
●
’
｜
’
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
画
■
■
■
■
■
■

■

’
一
一
一
一
一
一
一

Ｆ

一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

盲
】
・
’
’

一
■
■
■
■
■
■
■

旧
１
１
‐
．

｜
｜
’
’
’

’
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

ｌ
一
一
一
一

一■
■
■
■
■
・

’
’

一
一
一
一
一
－
－
－
一

一
冊
二
了
？
’
’

’
一

一
一
一
一
一

一

区’
一
一
’
一
｜
’
｜

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐

’
一
一
一
一
－

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

２
１
０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０
９
８
７

２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

■■■

－

－

■

F一

｢画

一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一

一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
’
’
一
’
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

口
■
｜
｜
一
一

一
一
一
一
一

０
０
０
０
０

６
５
４
３
２

Ｉ
■
一
■
■m

lO

O

H301R1

一

’
1R21R31R4
新受

H30IR11R21R3
既済

H301R1 1R2 1R3 1R4
未済

R4

■その他 32 42 60 28 29 43 43 57 38 51 5042 42 42 51
、 I

■本庁 105 85 119 12393 98 77 103 92 98 80 97 69 88 87

■津山 1211 5 10 9 6 17 10 3 7 8 10 5 12 14

－29－



少年一般保護事件

1500

I

◆ 1 1

’

■ ■

1 1 1

1 1

■ ■ 甲

1 1 1

Ⅱ■

’

1000 トー－－
I

ﾛ ロ

■．
』

I

’

ﾛ ロ H 1 ロ I ロ ロ ロ 、

500H ト』ト ー －

l l I I 1 1 1 1 I l l l I l l l l l l l l l l

■ l I l I

.，■ ｜ ’

一

■

H301R11R2IR3
新受

’ H301R11R21R3IR4
既済

H301R1IR21R31R4
未済

R4

Ｅ
Ｐ

■

■’
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
０
日
◆ ｜

’
’

１ ｜
’

｜
’

１
１
１

’本庁 806 697 668 624 599 812 693 715 628 569 158 162 115 111 141

津山 68 63 51 65 50 71 59 58 61 51 10 14 7 11 10

－3()一



》

少年一般保護新受事件数

(平成30年を100とした場合の変遷）

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40
H30 R2 R3 R4R1

一全国一広島高裁管内合計÷岡山家裁管内合計÷津山支部
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少年道路交通保護事件

400

ロ

U I I

1 1

I

I

1 1
■

●●

300
f

1

ロ

1 1 ‘
，

I b－－－■ C l

l l I

1 1 1 1

● ロ

ロ ■ I
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Ｉ

ﾛ

ロ

廿
200卜

-1 1 1 ｜I ’ I I I l l I ｜ ’

1 1 1 ’’ 1 11 1 ’ 1 1 1 1 1 1 ｜ ‘’ 1

I l l l l l l 。
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検察審査事件

津山検察審査会
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受理人員

旧
受

新受

申
立
職
権

・
移
送
計

合
計

既済人員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

30

ヤ

0 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0

元 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0

2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

3 0 6 0 0 6 6 0 0 3 0 0 0 3 3

4 3 1 0 0

①

1 4 0 2 0 1 0 0 3 1



地裁・民事事件長期未済事件調査表

令和5年7月31日現在

-34-

係属期間
3年

以上

4年

以上

5年

以上

7年

以上

10年
以上

計

津山支部 5 0 0 0 0 5



家裁・家事事件長期未済事件調査表

令和5年7月31日現在

今

／
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係属期間
3年

以上

4年
以上

5年

以上

7年
以上
10年
以上

計

津山支部 0 1 0 0 0 1



家裁・人事訴訟・通常訴訟事件長期未済事件調査表

令和5年7月31日現在

●

、
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係属期間
3年

以上

4年

以上

5年

以上

7年
以上
10年
以上

計

津山支部 0 0 1 0 0 1


